
１．重要な会計方針
（１）たな卸資産の評価基準及び評価方法

①製品
　　最終仕入原価法による原価法によっている
②原材料
　　最終仕入原価法による原価法によっている

（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
　  定額法によっている
②無形固定資産
　  定額法によっている

（３）引当金の計上基準
①退職給付引当金
　　職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
②賞与引当金
　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）なごみかぜ工房拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
障害福祉サービス事業所により省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位：円)

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１１．重要な後発事象

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
  ために必要な事項

ウ「日中一時支援事業」
エ「移動支援（外出）事業」
オ「指定相談支援事業所　風の窓」
カ「特定相談支援事業　風の窓」
キ「障害児相談支援事業　風の窓」

61,211,378

土地 29,966,594 0

　計 61,211,378

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 16,380,000
　計 16,380,000

該当なし

該当なし

合計 91,699,679 4,622,600 5,144,307 91,177,972

該当なし

建物（基本財産）

0 29,966,594
建物 61,733,085 4,622,600 5,144,307 61,211,378

財務諸表に対する注記（なごみかぜ工房拠点区分用）

該当なし

退職給付制度は、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

ア「法人本部」
イ「なごみかぜ工房（就労継続Ｂ）」

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物（基本財産） 99,832,602 38,621,224 61,211,378

4,594,263 4,741,714

建物（付属設備） 2,226,000 671,139 1,554,861
構築物 13,608,200 6,159,247 7,448,953

器具及び備品 4,654,498 2,312,150 2,342,348

機械及び装置 10,349,306 5,682,196 4,667,110
車両運搬具 9,335,977

合計 140,006,583 58,040,219 81,966,364

該当なし

該当なし



１．重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的以外の有価証券
・時価のないもの
　原価法によっている

（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
　  定額法によっている
②無形固定資産
　  定額法によっている

（３）引当金の計上基準
①退職給付引当金
　　職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
②賞与引当金
　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）風の森拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
障害福祉サービス事業所により省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位：円)

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１１．重要な後発事象

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
  ために必要な事項

ア「生活介護事業所　風の森」
イ「日中一時支援事業　風の森」

当期増加額 当期減少額 当期末残高
建物 75,764,041 800,000 3,170,478 73,393,563

財務諸表に対する注記（風の森拠点区分用）

該当なし

退職給付制度は、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

基本財産の種類 前期末残高

合計 75,764,041 800,000 2,370,478 73,393,563

該当なし

建物（基本財産） 73,393,563
　計 73,393,563

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 39,024,000

建物（基本財産） 82,900,997 9,507,434 73,393,563

　計 39,024,000

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

構築物 6,037,847 1,811,358 4,226,489

該当なし

該当なし

機械及び装置 1,113,420 417,537 695,883
車両運搬具 8,353,220 4,322,506 4,030,714
器具及び備品 1,580,128 473,905 1,106,223

該当なし

該当なし

合計 99,985,612 16,532,740 83,452,872



１．重要な会計方針

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）地域生活支援事業所ふぅ拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

５．基本財産の増減の内容及び金額

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

７．担保に供している資産

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１１．重要な後発事象

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
  ために必要な事項

財務諸表に対する注記（地域生活支援事業所ふぅ拠点区分用）

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

障害福祉サ－ビス事業所により省略している。

ア「地域生活支援事業所ふぅ」
イ「ライフサポ－ト事業ふぅ」
ウ「移動支援（外出）事業ふぅ」



１．重要な会計方針
（１）引当金の計上基準

．賞与引当金
　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）障がい児放課後児童クラブはるかぜ拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

７．担保に供している資産

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１１．重要な後発事象

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
  ために必要な事項

財務諸表に対する注記（障がい児放課後児童クラブはるかぜ拠点区分用）

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

(4) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
サ－ビス区分が一つの拠点区分につき省略している。

サ－ビス区分が一つの拠点区分につき省略している。

　　該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし


